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序章 計画策定にあたって 

１．計画策定の趣旨 

平成２５年度より展開されてきた国民健康づくり運動「健康日本２１（第二次）」は、生活習慣病の

予防、社会生活を営むために必要な機能の維持及び向上等により、健康寿命を延伸し、また、子

どもから高齢者まで全ての国民が共に支え合い、希望や生きがいを持ち、ライフステージに応じて、

健やかで心豊かに生活できる活力ある社会を実現できるよう、健康づくりの取組が推進されてきま

した。 

 今回、「２１世紀における第三次国民健康づくり運動（健康日本２１（第三次））の計画期間は、令

和６年度から令和１７年度までの１２年間とされており、全ての国民が健やかで心豊かに生活でき

る持続可能な社会の実現に向けて、誰一人取り残さない健康づくりの展開とより実効性をもつ取り

組みの推進を通じて国民の健康の増進の総合的な推進を図るため、下記の４つの基本的な方針

が示されました。 

(１)健康寿命の延伸と健康格差の縮小 

(２)個人の行動と健康状態の改善 

(３)社会環境の質の向上 

(４)ライフコ－スアプロ－チ※を踏まえた健康づくり 

このため、町においても、国が定める「国民の健康の増進の総合的な推進を図るための基本的 

な方針」を勘案し、健康寿命の延伸と健康格差の縮小等により、健やかで心豊かに生活できる活  

力あるまちづくりを実現するため、最終評価の結果を踏まえ、引き続き、生活習慣病の一次予防に 

重点を置くとともに、合併症の発症や重症化予防に重点を置いた、健康づくりを推進するために 

板柳町保健計画、「健康いたやなぎ２１（第三次）」を策定するものです。 

 ※国の指針に新たに示された「胎児期から高齢期に至るまでの人の生涯を経時的に捉えた健康づくり」の

こと。 

 

２．計画の性格  

本計画は、健康増進法（平成１４年法律第１０３号）第１７条及び第１９条の２に基づき実施する

健康増進事業及び、第８条の２に規定する、「都道府県及び市町村増進計画の策定に関する基本

的な事項」を勘案し、板柳町の健康づくり運動を展開する健康増進計画として「健康いたやなぎ２１」

を策定します。 

また、第６次板柳町長期振興計画を上位計画とし、町民の健康増進を図るための基本事項を示

し、推進に必要な方策を明らかにしていくものです。 

 

３．計画の位置づけ 

板柳町長期振興計画、板柳町特定健康診査等実施計画、デ－タヘルス計画、板柳町地域福祉

計画、介護保険事業計画、自殺対策計画、その他関連計画等と整合性のあるものとします。 
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４．計画の期間 

この計画の期間は令和６年度から令和１７年度までの１２年間とします。なお、計画開始後６年

（令和１１年）を目途に中間評価を行います。 

 

５．計画の対象 

本計画は、乳幼児期から高齢期までライフステージに応じた健康増進の取組を推進するため、

全町民を対象とします。 

 

６．計画の策定体制 

（１） 策定体制の設置 

本計画の策定は、地域特性に応じた計画を策定するため、医療機関関係者、保健関係者、介

護・福祉関係者、議会関係者、児童関係者、学識経験関係者、その他関係団体の２３人で組織さ

れた「板柳町健康づくり推進協議会」において審議、検討を行います。 

（２）パブリックコメントの実施 

本計画の素案を健康推進課窓口及び町ホ－ムペ－ジにて公開し、町民意見を募り、計画策定

の参考にしています。 
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第１章 板柳町の概況と特性 

１．町の概要 

（１）位置と地勢 

板柳町は津軽平野のほぼ中央に位置し、東経１４０度２５分より１４０度３３分、北緯４０度３９ 

分より４０度４６分までの間にあって、西は岩木川をもって弘前市と接し、北は鶴田町、五所川原 

市に、東は五所川原市、青森市（旧浪岡町）、南は藤崎町と境を接しており、総面積 

４１．８８k㎡となっています。 

総面積４１．８８k㎡の殆どが平坦地で、西に秀峰岩木山、東に八甲田連峰が眺望され、秋田 

県境に源を発して日本海に注ぐ岩木川が町の西端を南北に貫流し、これと平行して東に十川が 

流れ、一帯にはりんご園と広大な水田地帯が開けています。 

その土質は岩木川水系による沖積世の蓄積物がかなり厚く発達しており、土壌は褐色低地土 

壌、灰色低地土壌、グラヒィ土壌が分布し、生産力の高い土壌を成し、水田・りんご園として利用 

され、豊かな平野を形成しています。 

 

（２）気候 

   板柳町は、四季の変化に富んでおり、真夏は３０度を超える事も珍しくありません。年平均気 

温は１０度前後で比較的しのぎやすく、降雨量は１，３００㎜程度で霜の期間も長く、積雪寒冷地 

帯です。本格的な真冬となるのは１１月下旬からで、根雪期間１１０日、平均積雪量６５㎝内外、 

最深積雪量は１４０㎝を記録したこともある典型的な裏日本海型の気候です。 

 

（３）産業 

令和２年の国勢調査から板柳町の産業別就業者構成比を見ると、第一次産業は３７．０％ 

で、主要作物であるりんごを中心に農業が３６．９％を占めています。 

第二次産業は１５．６％で、７．４％が建設業、７．４％が製造業８．２％となっています。 

第三次産業は４６．８％でサービス業が２２．８％を占め、次いで卸小売業が１５．８％となって 

います。 
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２．健康に関する概況 

（１） 板柳町の人口動態 

１）人口動態及び世帯数の推移 

 総人口は、出生数より死亡数が上回っていることにより、減少しています。平成２４ 

年と比較すると、令和４年は約２，０００人減少しています。世帯数は横ばい状態です。 

 

表 板柳町の人口・世帯数・出生・死亡の年次比較  (出典：人口動態調査) 

  
総人口(人) 世帯

数 

出生 死亡 

男 女 計 男 女 計 率 男 女 計 率 

平成２４年 6,949 8,116 15,065 5,450 39 31 70 4.6  111 131 242 16.1 

平成３０年 6,331 7,404 13,735 5,480 34 30 64 4.7  107 123 230 16.7  

令和元年 6,191 7,257 13,448 5,460 37 25 62 4.6  107 106 213 15.8  

令和２年 6,078 7,133 13,211 5,453 37 22 59 4.5 122 109 231 17.5 

令和３年 6,021 7,088 13,109 5,475 26 34 60 4.6 108 116 224 17.1 

令和４年 5,921 6,919 12,840 5,445 24 27 51 4 116 143 259 20.2 

 

図 人口の年次比較 (出典：人口動態調査) 

 
図 世帯数の年次比較 (出典：人口動態調査) 
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２）年齢区分別人口構成 

 板柳町の総人口を、年少人口、生産年齢人口、老年人口の３区分で比較すると、年少人口

は減少傾向であり、老年人口割合は増加傾向で全国、県と比較しても高くなっています。 

 

表 年齢区分別人口構成割合の比較（出典：人口動態調査） 

    年少人口（０～１４歳） 生産年齢人口（１５～６４歳） 老年人口（６５歳以上） 

    平成２４年 平成２９年 令 和 ４年 平成２４年 平成２９年 令 和 ４年 平成２４年 平成２９年 令 和 ４年 

板柳町人口(人) 1,627 1,375 1,178 8,580 7,717 6,748 4,693 4,875 4,911 

人口構

成割合

（％） 

板柳町 10.8 9.8 9.2 57.7 55.3 52.6 31.6 34.9 38.3 

青森県 12.1 11.0 10.2 60.9 57.2 55.0 27.0 31.8 34.8 

全国 13.0 12.3 11.5 62.9 60.0 59.4 24.1 27.7 29.0 

 

図 板柳町年齢区分別人口構成割合 

 
 

３）老年人口の年次推移 

 老年人口の割合は年々増加しており、青森県や全国よりも上回っています。 

                             （出典：人口動態調査） 
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４）平均寿命の推移 

 平均寿命は、男女ともに延伸傾向となっています。（出典：国民衛生の動向） 

  男性 女性 

  平成１７年 平成２２年 平成２７年 令和２年 平成１７年 平成２２年 平成２７年 令和２年 

板柳町 75.2 77.4 78.5 79.3 84.4 86.0 85.4 86.9 

青森県 76.3 77.3 78.7 79.3 84.8 85.4 86.0 86.3 

全国 78.8 79.6 80.8 81.5 85.8 86.4 87.0 87.6 

 

 

図 性別平均寿命の推移 
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（２） 出生 

１）出生数・出生率の年次推移 

 令和４年の出生率は４．０％でした。平成２４年の４．６％と比較すると０．６％減少していま 

す。また、全国の６．３％や青森県の５．０％を下回っています。 

 

表 年次別出生数・出生率（人口千対）の比較 （出典：人口動態調査） 

    平成２４年 平成３０年 令和元年 令和２年 令和３年 令和４年 

出生数(人) 70 64 62 59 60 51 

出生率 板柳町 4.6 4.7 4.6 4.5 4.6 4.0 

（割合） 青森県 6.8 6.2 5.8 5.6 5.4 5.0 

  全国 8.2 7.4 7.0 6.8 6.6 6.3 

 

図 世帯数の年次比較 

 

                                       

２）合計特殊出生率の年次推移 

 令和４年の合計特殊出生率は１．１８です。全国の１．２６や青森県の１．２４を下 

回っています。 

 

図 年次別合計特殊出生率の比較 
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３）低体重児出生数（２５００ｇ未満で生まれた児）・低体重児出生率の年次推移 

  低体重児出生率は、減少傾向にあります。  

 

 表 年次別低体重児出生数・低体重児出生率 （出典：青森県保健統計年報） 

    平成２４年 平成３０年 令和元年 令和２年 令和３年 令和４年 

出生数(人) 70 64 62 59 60 51 

低体重児出生数（人） 8 5 7 1 6 4 

出生率 板柳町 11.4 7.8 11.3 1.7 10.0 7.8 

（割合） 青森県 9.5 9.9 9.5 8.6 9.1 9.0 

  全国 8.3 8.1 8.1 - - - 

 

４）体重別低体重児出生数の内訳 

 低体重児出生数を体重別にみると、近年は２，０００ｇ～２，５００ｇ未満の出生数が 

多い傾向が見られます。 

 

 表 年次別・体重別低体重児出生数 （出典：町健康推進課資料） 
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平成２４年 70 8 11.4 1 0 1 0 1 5 
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令和３年 60 6 10.0 0 0 0 0 3 3 

令和４年 51 4 7.8 0 0 0 0 2 2 
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（３） 死亡 

１）死亡数・死亡率の年次推移 

 令和４年の死亡率は２０．２％であり、全国の１２．９％や青森県の１６．８％を上回っ

ています。 

 

表 年次別死亡数・死亡率（人口千対）の比較  （出典：人口動態調査） 

年 平成２４年 平成３０年 令和元年 令和２年 令和３年 令和４年 

死亡数(人) 242 230 217 231 224 259 

死亡率 

(割合) 

板柳町 16.1 16.7 16.1 17.5 17.1 20.2 

青森県 12.8 14.3 14.9 14.5 15.4 16.8 

全国 10.0 11.0 11.2 11.1 11.7 12.9 

 

図 年次別死亡率（人口千対）の年次推移 

 

 

２）標準化死亡比 

 標準化死亡比を死因別に見ると、男性の大腸がんが最も高く１８５．５ポイントで青森県

や、弘前保健所管内を大きく上回っています。 

 

表 標準化死亡比（SMR）の比較 H29-R3  （出典：青森県保健統計年報）  

 

＊ 標準化死亡比とは、期待死亡数と実際の死亡数の比をいう。 
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事故

板柳町

青森県

弘前保健

所管内
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死亡

総数
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３）板柳町の死因別死亡数の年次推移 

 主要死因の５年間の変化をみると、令和４年以外は１位を悪性新生物が占めています。三

大死因（悪性新生物、心疾患、脳血管疾患）の占める割合は５０％台で、令和４年は増加し

ています。 

また、肺炎での死亡が毎年２位、３位と上位を占めております。 

 

表 板柳町の主要死因状況 （出典：町健康推進課）            （単位％） 
 平成 30年 令和元年 令和 2年 令和 3年 令和 4年 

第１位 
悪性新生物 悪性新生物 悪性新生物 悪性新生物 心疾患 

23.9 31.9 26.0 27.7 25.5 

第 2位 
肺炎 心疾患 肺炎 肺炎 悪性新生物 

21.3 17.3 19.0 17.4 22.4 

第 3位 
心疾患 肺炎 心疾患 心疾患 肺炎 

20.4 11.7 18.2 14.3 12.0 

第 4位 
脳血管疾患 脳血管疾患 脳血管疾患 脳血管疾患 老衰 

6.1 7.9 9.5 9.8 8.5 

第 5位 
老衰 老衰 老衰 老衰 脳血管疾患 

5.2 6.5 4.8 5.8 6.9 

第 6位 
腎疾患 不慮の事故 腎疾患 腎疾患 腎疾患 

3 5.1 4.3 3.1 3.5 

第 7位 
不慮の事故 腎疾患 神経系疾患 呼吸器疾患 肝疾患 

2.2 4.6 1.7 1.3 2.3 

第 8位 
肝疾患 消化器疾患 肝疾患 不慮の事故 呼吸器疾患 

1.3 2.8 1.3 0.9 1.5 

第 9位 
呼吸器疾患 感染症 不慮の事故 自殺 不慮の事故 

0.4 2.3 1.3 0.4 0.4 

第 10位 
その他疾患 その他疾患 その他疾患 その他疾患 自殺 

16.1 8.9 13.9 10.7 0.4 

三大死因の 

占める割合 
50.4 57.1 53.7 51.8 54.8 

 

 令和３年の死因別死亡率を見てみると、板柳町は悪性新生物、肺炎、脳血管疾患、腎不全、
大動脈瘤及び解離が全国や県よりも高くなっています。 
 

表 死因別死亡率の比較（令和３年） （人口１０万対・単位％） 

  
全国 青森県 板柳町 

死亡原因 死亡率 死亡原因 死亡率 死亡原因 死亡率 

1位 悪性新生物 310.7 悪性新生物 422.3 悪性新生物 513.4 

2位 心疾患 174.9 心疾患 231.1 肺炎 224.6 

3位 老衰 123.8 老衰 148.1 心疾患 216.6 

4位 脳血管疾患 85.2 脳血管疾患 123.0 脳血管疾患 168.5 

5位 肺炎 59.6 肺炎 91.9 老衰 104.3 

6位 誤嚥性肺炎 40.3 不慮の事故 49.1 腎不全 56.2 

7位 不慮の事故 31.2 腎不全 34.8 大動脈瘤及び解離 48.1 

8位 腎不全 23.4 自殺 23.4 不慮の事故 40.1 

9位 ｱﾙﾂﾊｲﾏ-病 18.7 大動脈瘤及び解離 20.7 肝疾患 24.1 

10位 
血管性等の認知症 

＊ 
18.2 慢性閉塞性肺疾患 17.4 

慢性閉塞性肺疾患 

自殺 
16.0 

＊血管性及び詳細不明の認知症      全国：人口動態統計  県・町：保健統計年報 
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（４） 介護保険 

 要介護・要支援認定者数は僅かな減少傾向で推移し令和４年９月末現在の認定者数は、 

１， ００１人となっています。また、第１号被保険者（６５歳以上の者）のうち、認定者 

の割合を示す認定率も、過去５年間減少傾向にあります。 

 

 

図 要介護認定者の推移 （出典：第 2次板柳町地域福祉計画） 

 
 

 

 表 板柳町全人口のうち６５歳以上の人数  （出典：第 2次板柳町地域福祉計画） 

  平成 30年 令和元年 令和 2年 令和 3年 令和 4年 

全人口 （人） 13,856 13,591 13,332 13,109 12,837 

65歳以上（人） 4,880 4,898 4,926 4,954 4,911 

認定率 （％） 21.0 20.8 20.7 20.5 20.4 
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第 2 章 課題別の実態と対策 

１．前計画の評価 

 「健康いたやなぎ 21（第 2 次）」は、平成 25 年 3 月に 10 分野 27 項目 57 指標で策定

し、今年度は計画の 10年目を迎え、達成状況を評価するとともに、これまでの課題を整理

し、今後の健康づくり活動及び次期計画に反映させることを目的に最終評価を行いました。 

最終評価の結果については、「人口動態統計」、「町国民健康保険特定健康診査」、「令

和 4 年度板柳町健康指標（健康意識・生活習慣）調査」等のデータをもとに、下記の 5 段

階による評価方法で行いました。その概要は 10 分野 27 項目 57 指標のうち、「目標値に

達した」は 18 指標（31.6％）、「目標値に達していないが改善傾向にある」は 9 指標

（15.8％）、「変わらない」は 0 指標（0.0％）、「悪化している」は  15 指標（26.3％）、「評価

が困難」は 15指標（26.3％）でした。 

評価が困難となった理由は、比較できる対象範囲が変更になったためでした。 

 

○前計画の評価 

 

領域 

 

項目 

 

指標数 

再掲含む) 

最終評価 

A  

目標達成 

B  

改善傾向 

C  

変化なし 

D  

悪化 

E 

評価困難 

が ん 2 9 0 0 0 0 9 

循 環 器 5 12 3 3 0 4 2 

糖 尿 病 4 4 2 1 0 1 0 

歯・口腔の健康 3 4 2 1 0 0 1 

栄養・食生活 3 10 5 0 0 4 1 

身体活動・運動 4 10 4 2 0 3 1 

飲 酒 1 2 0 0 0 2 0 

喫 煙 2 2 0 2 0 0 0 

休 養 1 1 1 0 0 0 0 

こころの健康 2 3 1 0 0 1 1 

合 計 27 57 18 9 0 15 15 

割 合 100.0% 31.6% 15.8% 0.0% 26.3% 26.3% 

 

A 目標値に達した B 目標値に達していないが改善傾向にある 

C 変わらない  D 悪化している  E 評価が困難 
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２．健康づくりの推進 

（１）栄養・食生活 

栄養・食生活は生命を維持し、子どもたちが健やかに成長し、人々が健康な生活を送

るために欠くことのできない営みです。多くの生活習慣病の予防のほか、生活機能の維

持・向上の観点から重要になります。また、栄養・食生活は社会的、文化的な営みでも

あり町の自然環境や地理的特徴など相まって食生活をつくりあげてきています。 

生活習慣病予防のためには町の特性を踏まえ、栄養状態を適正に保つために必要な栄

養素を摂取することが大切です。 

                       

１） 基本的な考え方 

生活習慣病予防のためには、ライフステ－ジを通して、適正な食品（栄養素）摂取を

できる力を育み実践できることが重要になってきます。 

主要な生活習慣病（がん、循環器疾患、糖尿病）予防の科学的根拠があるものと、食

品（栄養素）の具体的な関連を知ることによって予防していくことができます。 

食品（栄養素）の欠乏または過剰について、個人の健診デ－タで確認していく必要が

あります。 

                                   

２）現状と目標 

個人にとって、適切な量と質の食事をとっているかどうかの指標は健診デ－タです。  

健診デ－タについての目標項目は、（８）循環器、（９）糖尿病の項で掲げているため 

栄養・食生活については、次に掲げる目標を設定します。 

 

① 適正体重を維持している者の増加 

体重は、ライフステ－ジを通して、日本人の主要な生活習慣病や健康状態との関連 

が強く、特に肥満はがん・循環器疾患・糖尿病等の生活習慣病との関連があります。 

また、若年女性のやせは低体重児出産の危険因子等との関連があります。 

 適正体重については、ライフステ－ジごとの目標を設定し評価指標とします。 

 

ア． ２０～６０歳代男性の肥満者の減少、及び４０～６０歳代女性の肥満者の減少 

成人の肥満は、２０～６０歳代の男性及び４０～６０歳代の女性に、最も多く見 

られます。健康診査の結果より板柳町では増加傾向が見られます。 
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   また、適正体重（BMI１８．５以上２５未満）を維持している者の割合の推移は、横ば

い状態が見受けられますので今後、肥満者の割合の減少に努め、適正体重を維持してい

る者の増加に務めます。 

 

男性（２０～６０歳代）及び女性（４０～６０歳代）の適正体重（BMI18.5以上 25未満）の割合 

  平成 30年度 令和元年度 令和 2年度 令和 3年度 令和 4年度 

男性 59.4 59.7 58.9 55.4 56.3 

女性 62.9 60.7 59.2 55.8 58.4 

                                                     (出典：町基本健診) 

 

イ．低栄養傾向（BMI２０以下）の高齢者の減少 

 高齢者の適切な栄養は、生活の質（QOL）のみならず、身体機能を維持し生活機能の

自立を確保する上でも極めて重要です。 

 高齢者の「低栄養傾向」の基準は、要介護及び総死亡要因が統計学的に有意に高く

なる BMI２０以下が指標として示されました。 

 板柳町の６５歳以上の BMI２０以下の割合は国の現状値（１７．０％）よりも令和２

年度以外高くなっています。今後、高齢化に伴って増加する可能性があるため低栄養

予防を推進していきます。 

 

図 65 歳以上の低栄養傾向の割合の推移（BMI２０以下）  （出典：町基本健診） 

      

  

ウ．２０～３０歳代女性のやせの者の減少 

 妊娠前、妊娠期の心身の健康づくりは、子どもの健やかな発育に繋がります。 

 低出生体重児は、妊娠前の母親のやせが要因の一つと考えられます。 

 板柳町では、妊娠中の適切な体重増加の目安とするために、妊娠直前の BMI を把

握し、保健指導を行っています。今後も、妊娠前、妊娠期の健康は、次の世代を育

むことに繋がることの啓発とともに、ライフステ－ジ及び健診デ－タに基づいた保

健指導を行うことが必要です。 
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 図 ２０～３０歳代女性のやせ（BMI１８．５以下）の者の割合の推移(出典：町健康推進課資料) 

  

 

エ.低出生体重児の割合の減少 

低出生体重児については、神経学的・身体的合併症の他、成人後に糖尿病や高血 

圧等の生活習慣病を発症しやすいとの報告もあります。 

板柳町では、年によってばらつきがありますが、低出生体重児の出生率を下げる 

対策とともに、低出生体重で生まれてきた子どもの健やかな発育・発達の支援や、 

将来の生活習慣病予防のために保健指導が必要になります。 

 

図 板柳町の低出生体重児の割合の推移 （出典：板柳町健康推進課資料） 
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オ．肥満傾向にある子どもの割合の減少 

   子どもの肥満は、将来の肥満や生活習慣病に結びつきやすいとの報告もあります。 

      学校保健統計調査では、肥満傾向児は肥満度２０％以上の者を指すものとされており 

  さらに肥満度２０％以上３０％未満の者は「軽度肥満傾向児」、肥満度３０％以上５０％ 

  未満の者は「中等度肥満傾向児」５０％以上の者は「高度肥満傾向児」と区分されてい

ます。 

令和４年度の板柳町の肥満傾向児は、小学５年生では男子が青森県、全国よりも高い

出現率となっています。 

子どもの肥満については、青森県は令和４年度すべての年齢で全国平均を上回ってい 

るため、今後も、肥満傾向児の状況把握と減少を目標に養護教諭と連携していきます。 

  

 表 令和４年度肥満傾向児の出現率（小学５年生） 単位％（出典：学校保健会）  

  全体 男 女 

板柳町 17.0 23.9 9.5 

青森県 16.0 19.1 12.7 

全国 11.0 12.6 9.3 

 

カ.食塩摂取量（尿中塩分量）の減少 

 食塩は高血圧に強く関係しており、食塩の摂取量が多いと血圧は上がります。また、 

血圧への影響以上に心臓や血管に悪影響を及ぼしたり、胃がんなどの病気にも関係し

ています。 

 板柳町は男女共に、食塩摂取量が多い傾向が続いていますので今後、健診結果に基

づきながら減塩について保健指導を行うことが必要です。 

  

 図 板柳町健康診査の尿中塩分検査の推移     （出典：町基本健康診査） 
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３)対策 

① 生活習慣病の発症予防のための取り組みの推進 

 すべてのライフステ－ジに対応した栄養指導（家庭訪問や健康教育・健康相談等）を 

下記の事業により推進していきます。 

 ・妊婦保健指導（窓口面接：初期・中期） 

 ・離乳食指導（乳児健康診査時） 

 ・おやつ指導（１歳児健康相談） 

 ・乳幼児健康診査に伴う保健指導 

 ・子育て相談（乳幼児期） 

 ・食生活改善推進員の活動強化 

 ・健康診査及び特定健康診査結果に基づいた指導（特定保健指導を含む） 

  

② 生活習慣病の重症化予防のための取り組みの推進 

 ・管理栄養士による専門性を発揮した栄養指導の推進 

 ・健康診査及び特定健康診査結果に基づいた栄養指導の推進 

   ・糖尿病や慢性腎臓病などの生活習慣病については、医療による薬物療法と同様に、 

  食事療法が重要となるため、重症化予防に向けた栄養指導の実施 

    

③ 学齢期への保健指導の推進 

 ・小中学校の養護教諭との課題の共有 

    現在、学校で行われている学校保健調査の肥満傾向児等の情報や課題の共有を今後 

も継続していきます。 
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（２） 身体活動・運動・生活機能の維持、向上 

 身体活動とは、安静にしている状態よりも多くのエネルギーを消費するすべての動きの

ことを、運動とは身体活動のうち、スポーツやフィットネスなど健康・体力の維持、増進を目

的として行われるものをいいます。 

 身体活動・運動の量が多い者は、不活発な者と比較して循環器疾患やがんなどの非感

染性疾患の発症リスクが低いことが実証されており、高齢者の運動機能や認知機能の低

下などと関係することも明らかになってきました。多くの人が無理なく日常生活の中で運動

を実践できる方法の提供や環境をつくることが大切です。 

 

１）基本的な考え方 

 健康増進や体力向上のために身体活動量を増やし運動を実施することは、個人の抱え

る健康課題の改善にもつながります。ライフステージの中で、骨・筋・神経は成長発達し、

高齢期には機能低下に向かいますが、それぞれのステージに応じた運動を行うことが最

も重要になります。 

主要な生活習慣病予防とともに、ロコモティブシンドローム＊によって、日常生活が困ら

ないようにするために身体活動・運動が重要になってきます。 

 

＊ロコモティブシンドローム（運動器症候群）とは 

  運動器の障害のために、要介護になる危険の高い状態のこと。 

 

２）現状と目標 

①日常生活において歩行又は同等の身体活動を 1日 1時間以上実施している者の増加 

 歩数の不足ならびに減少は、肥満や生活習慣病発症の危険因子であるだけでなく、自

立度低下や虚弱の危険因子でもあります。 

 町の基本健診・特定健診受診者の身体活動状況をみると、日常生活において同等の身

体活動を 1日 1時間以上実施する人は令和 4年度 39.7％で減少しています。 

 

図 日常生活において歩行又は同等の身体活動を 1 日 1 時間以上実施する人の割合の

推移（％）                                 （出典：町基本健康診査） 
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身体活動量を増やす具体的な手段は、歩行を中心とした身体活動を増加させるように

心がけることですが、冬期間の歩行は、町では道路の凍結等により転倒などの危険を伴う

ことがあるため、年間を通して安全に歩行などの身体活動ができる環境整備が必要になり

ます。 

 

②運動習慣者の増加（1 回 30 分以上、週 2 日以上の運動を 1 年以上実施している人の

割合） 

 運動は余暇時間に取り組むことが多いため、20～64 歳の就労世代と比較して、65 歳以

上の退職世代では割合が明らかに多くなるといわれますが、町でも同様の傾向となってい

ます。 

就労世代の運動習慣者が今後も増加していくためには、身近な場所で運動できる環境

や、冬期間の屋外での運動が制限される点も考慮し、年間を通じて多くの人が気軽に運

動に取り組むことができる環境を整えることが必要です。 

 

図 性別・年代別、意識して身体を動かしている人の推移(％) （出典：町基本健康診査） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③ ロコモティブシンドロームの減少 

骨や筋肉、関節、神経系などの身体を動かすときに働く部位を「運動器」といいますが、

ロコモティブシンドロームは、筋肉量や筋力の低下により、これらのバランス機能が低下す

ることが大きな特徴にあります。町地域包括支援センターで 65歳以上を対象に行っている

基本チェックリストからは、運動器の機能低下状況は全体の 12.9％が該当しているという

現状が分かりました。高齢化の進展に伴いさらなる増加が推測されるため、ロコモティブシ

ンドロームについての知識の普及と、身体活動・運動が重要になります。 
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④ 骨粗鬆症検診受診率の向上 

 骨粗鬆症とは骨量(骨密度)が減る、または骨の質が低下しもろくなることで骨折しやすく

なる状態のことで、運動器疾患の一つです。骨粗鬆症による骨折を起こすと寝たきりや認

知症につながることもありますが、様々なケースで予防や治療もできる病気でもあるため、

生活習慣病対策と同様に、検診受診率を向上していくことで、骨粗鬆症の早期発見や、そ

の後の要介護状態となる人の減少を図ります。 

 

図 町骨粗鬆症検診受診率の推移（％） （出典：町基本健康診査、地域保健増進事業報告） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３） 対策 

① 身体活動の増加や運動習慣の必要性についての知識の普及・啓発の推進 

・ライフステージにおける個人の健康状態に応じた適切な運動指導 

・ロコモティブシンドロームについての知識の普及 

 

② 身体活動及び運動習慣の向上の推進 

・気軽に歩くことができるウォーキングコースの活用の勧め 

・関係機関が実施している事業への勧奨 
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（３） 休養・睡眠 

 健康を保つためには、適度な運動やバランスのとれた栄養・食生活に加え、心身の疲労

の回復と充実した人生を目指す休養も要素の一つとされています。 

 

１） 基本的な考え方 

 さまざまな面で変動の多い現代社会は、家庭でも社会でも常に多くのストレスにさらされ

ざるを得ない時代であるといえます。 

 労働や活動等によって生じた疲労を、安静や睡眠等で解消することにより、心身の回復

や健康の保持を図ることが大切になります。 

 

２） 現状と目標 

① 睡眠で休養がとれている者の増加 

 睡眠不足は、疲労感をもたらし情緒を不安定にし、適切な判断を鈍らせて事故のリスク

を高めるなど、生活の質に大きく影響します。また、睡眠障害はこころの病気の一症状とし

て現れることも多く、再発や再燃リスクも高めます。 

 町では、健康診査受診者に対して問診項目と意識調査によって睡眠の実態把握をして

いますが、状況をみると、直近 2年間は国の目標値である 80％を達成できています。 

 

図 睡眠で十分に休養がとれている者の割合の推移（％） （出典：町基本健康診査） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

② 睡眠時間が十分に確保（6～9時間、60歳以上は 6～8時間）できている者の増加 

 さらに近年では、睡眠と健康の関連がデータの集積により明らかになっており、睡眠不

足や睡眠障害が生活習慣病の発症・悪化要因であること、心疾患や脳血管疾患を引き起

こし、ひいては死亡率の上昇をもたらすことが知られています。 

 睡眠時間が確保できているかを把握することで、個の特性に合わせた保健指導を図りま

す。 

 

③ 対策 

1) 睡眠と休養に関する実態の把握 

 ・健診データと問診結果の突合から、町の睡眠と健康に関連する事項について明確化 
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（４） 飲酒 

 アルコール飲料は、生活・文化の一部と親しまれてきている一方で、到酔性や臓器障害、

依存性、妊婦を通じた胎児への影響等、ほかの一般食品にはない特性を有します。生活

習慣病をはじめとする健康障害のリスク要因だけではなく、事故等の社会的問題の要因と

もなり得ます。 

 世界保健機構（WHO）のガイドラインでは、アルコール関連問題の危険閾値を男性では 1

日当たりの純アルコール 40ｇを超える飲酒、女性では 1日当たりの純アルコール 20ｇを超

える飲酒としています。 

 

１）基本的な考え方 

 飲酒については、アルコールと健康の問題について適切な判断ができるよう、未成年者

の発達や健康への影響、胎児や母乳を授乳中の乳児への影響を含めた、健康との関連

や「リスクの少ない飲酒」など正確な知識を普及する必要があります。 

 

２）現状と目標 

① 生活習慣病のリスクを高める量を飲酒している者（一日当たりの純アルコール摂取量

が男性 40ｇ以上、女性 20ｇ以上）の減少 

 町の生活習慣病のリスクを高める量を飲酒している者の割合は、横ばい傾向ですが、 

県平均と比較すると高い割合にあることが分かります。 

飲酒習慣は、気候や歴史などを背景とした文化や食生活のなかで形成されたものでも

あるため、飲酒に関する判断基準など個人や地域の価値観を把握した指導も必要になり

ます。 

 

図 生活習慣病のリスクを高める量を飲酒している者（一日当たりの純アルコールの摂取

量が男性 40ｇ以上、女性 20ｇ以上）の割合の推移（％）   

（出典：町特定健康診査、KDBシステム） 
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３） 対策 

① 飲酒のリスクに関する教育・啓発の推進 

 ・保健事業の場での健康教育や情報提供（母子健康手帳交付時の保健指導、健診結果

報告会等） 

 ・地域特性に応じた健康教育の実施 

 

② 飲酒による生活習慣病予防の推進 

 ・健診結果に基づいた、適度な飲酒への個別指導の実施 
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（５） 喫煙・COPD 

 喫煙は、がん、循環器疾患(脳卒中、虚血性心疾患等)、COPD(慢性閉塞性肺疾患)、糖

尿病、周産期の異常(早産、低出生体重児、死産、乳児死亡等)の原因になり、受動喫煙

も、虚血性心疾患、肺がんに加え、乳幼児の喘息や呼吸器感染症、SIDS(乳幼児突然死

症候群)の原因になります。 

 喫煙は、短期間の受動喫煙によっても健康被害が生じますが、禁煙することによる健康

改善効果についても明らかにされています。特に長期の喫煙によってもたらされる肺の炎

症性疾患で、咳・痰・息切れを主訴として緩徐に呼吸障害が進行する COPDは、極めて重

要な疾患であるにも関わらず、十分な認知がされていません。発症予防と進行の阻止は

禁煙が効果的であることから、喫煙対策の着実な実行が求められています。 

 

１） 基本的な考え方 

 喫煙対策は、「喫煙率の低下」と「受動喫煙の改善」が重要です。 

 喫煙と受動喫煙は、いずれも多くの疾患の確立した原因であり、その対策により、がん、

循環器疾患、COPD、糖尿病等の予防において大きな効果が期待できるため、喫煙と健

康について正確な知識を普及する必要があります。 

 

２） 現状と目標 

① 20歳以上の喫煙率の減少 

 喫煙率の低下は、喫煙による健康被害を確実に減少させる最善の解決策であることか

ら、指標として重要になります。 

 町の 20 歳以上の喫煙率（令和元年度）は、全国や青森県と比較して低くなっていますが、

町の年次推移をみると、男女ともに横ばい傾向にあります。 

 

図 令和元年度における喫煙率の比較（％）  

 

 

おこう 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            （出典：国・国民生活基礎調査、県・国保特定健康診査、町・基本健康診査） 
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 図 町の喫煙率の推移（％）  （出典：町基本健康診査） 

 

 

図 町の喫煙率の推移（％） （出典：町基本健診） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

② 妊娠中の喫煙者の減少 

 将来的に生活習慣病のハイリスクとなる低出生体重児予防のためにも、妊娠中の喫煙

者の割合の減少は指標として重要になります。 

 町の妊婦の喫煙率は、令和 3年度は 1.8％、令和 4年度は 2.0 ％となっています。国の

目標値が 1.9％であるため、それに鑑み今後も増加せず経過できるよう、支援継続していく

必要があります。 

  

３） 対策 

① 喫煙のリスクに関する教育・啓発の推進 

 ・保健事業の場での禁煙の助言や情報提供（母子健康手帳交付時、健診結果報告会等） 

 

② 禁煙支援の推進 

 ・特定健診等健診の結果に基づいた、禁煙支援・禁煙治療への個別指導 
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（６） 歯・口腔の健康 

 歯・口腔の健康は、口から食べる喜びや話す楽しみを保つ上で重要であり、身体的な健

康のみならず、精神的、社会的な健康にも大きく影響します。 

歯の喪失による咀嚼機能や構音機能の低下は多面的な影響を与え、最終的に生活の

質（ＱＯＬ）に大きく関与します。従来から、80 歳で自分の歯を 20 本以上残すことをスロー

ガンとした「8020（ハチマルニイマル）運動」が展開されていますが、超高齢社会の進展を

踏まえ、生涯を通じて歯科疾患を予防し歯の喪失を抑制することは、高齢期の口腔機能

の維持にもつながると考えられます。 

歯の喪失の主要な原因疾患は、う蝕（むし歯）と歯周病であり、歯・口腔の健康のために

は、これらの予防は必須の項目です。 

 

１）基本的な考え方 

① 発症予防 

 歯科疾患の予防は、う蝕予防及び歯周病予防が大切になります。 

これらの予防を通じて、生涯にわたって歯・口腔の健康を保つためには、一人ひとりが

自身の歯・口腔の状況を的確に把握することが重要です。 

 

② 重症化予防 

 歯・口腔の健康における重症化予防は、歯の喪失防止と口腔機能の維持・向上になりま

す。 

 歯の喪失は、健全な摂食や構音などの生活機能に影響を与えますが、喪失を予防する

ためには、より早い年代から対策を始める必要があります。 

 

２） 現状と目標 

① 歯周病を有する者の減少（40歳以上における歯周炎を有する者） 

 歯周病は、日本人の歯の喪失をもたらす主要な原因疾患です。歯周病のうち、歯肉に限

局した炎症が起こる病気を歯肉炎、ほかの歯周組織にまで炎症が起こっている病気を歯

周炎といい、これらが大きな二つの疾患となっています。 

 また近年は、歯周病と糖尿病や循環器疾患との関連性について指摘されていることから、

歯周病予防は成人期以降の健康課題の一つです。歯周病が顕在化し始めるのは 40 歳

以降といわれており、高齢期においても継続して歯周病対策を実施する必要があります。 

 町では、健康増進法に基づく歯周疾患検診を、総合健診や婦人科検診時に実施してお

り、進行した歯周病(歯周ポケット 4mm以上)を有する者は、令和 4年度で 50.0％と国の目

標値である 40％を上回っているため、ライフステージに応じた歯科保健対策の推進や、専

門家による支援の推進を引き続き行っていきます。 
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② よく噛んで食べることができる者の増加（50歳以上における咀嚼良好者） 

 歯の喪失による咀嚼機能や構音機能の低下は多面的な影響を与えるとともに、また、食

事は人々が健康な生活をおくるために欠くことのできない営みでもあるため、最終的に生

活の質（ＱＯＬ）に大きく関与します。 

 町の、基本健診時の問診結果から、令和 4 年度では 50 歳以上の者のうち 79.0％の者

がよく噛んで食べることができています。国の目標値である 80.0％に鑑みて、町の目標値

も同様に設定し、達成できるよう歯科保健対策の推進を行っていきます。 

 

③ 歯科検診の受診者の増加(過去 1年間の成人歯周疾患検診受診者数) 

 定期的な歯科検診による継続的な口腔管理は、歯・口腔の健康状態に大きく寄与し、成

人期の歯周病予防において重要な役割を果たします。 

 令和 4 年度の町の成人歯周疾患検診受診率は 8.7％であり、圏域市町村平均と比較し

ても低値にあります。 

 定期的な歯科検診を受診することで、自身の歯・口腔の健康状態を把握することができ、

個人のニーズに応じて、歯石除去や歯面清掃などの専門的な口腔ケアに繋がるとともに、

その後の定期的な歯科検診受診への動機づけを図ります。 

 

４）対策 

① ライフステージに応じた歯科保健対策の推進 

・健康教育や健康相談の継続した実施 

 

② 専門家による定期管理と支援の推進 

・妊娠期の歯科受診の支援の実施 

・幼児歯科検診（1歳 6か月児、3歳児）と保健指導の実施 

・歯周疾患健診の実施 
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（７）がん 

 

  人体には、遺伝子の変異を防ぎ修復する機能がもともと備わっていますが、ある遺伝子

の部分に突然変異が起こり、無限に細胞分裂を繰り返して増殖していく、それが「がん」

です。 

  たった一つのがん細胞が、倍々に増えていき、３０回くらいの細胞分裂を繰り返した１

ｃｍのがん細胞が、検診で発見できる最小の大きさといわれています。３０回くらいの細

胞分裂には１０年から１５年の時間がかかると言われています。がんの特徴は、他の臓器

にしみこむように広がる浸潤と転移をすることです。腫瘍の大きさや転移の有無などのが

んの進行度が、がんが治るか治らないかの境界線で、早期とは５年生存率が８～９割のこ

とをいいます。 

  がんは遺伝子が変異を起こすもので、原因が多岐にわたるため予防が難しいと言われて

きましたが、生活習慣の中にがんを発症させる原因が潜んでいることも明らかになってき

ました。また、細胞であればどこでもがん化する可能性はありますが、刺激にさらされや

すいなど、がん化しやすい場所も明らかにされつつあります。 

 

１） 基本的な考え方 

① 発症予防 

 がんの危険因子を高める要因としては、がんに関連するウイルス（B型・C型肝炎ウイ

ルス、ヒトパピロ－マ（HPV）、成人 T細胞白血病ウイルス（HTLV））や細菌（ヘリコバク

タ－・ピロリ菌）への感染がありますが、塩分・塩蔵食品の過剰摂取や野菜・果物不足、

喫煙（受動喫煙含む）、過剰飲酒、低身体活動、肥満・やせなど約７割が生活習慣に関連

しています。 

 がんの危険因子を高める生活習慣は、循環器疾患や糖尿病の危険因子と同様であるた

め、循環器疾患や糖尿病への取り組みとしての生活習慣の改善が、結果的にはがんの発

症予防に繋がってくると考えられます。 

 

② 重症化予防（早期発見） 

 生涯を通じて考えた場合、２人に１人は一生のうちに何らかのがんに罹患すると言わ

れています。進行がんの罹患率を減少させ、がんによる死亡を防ぐために最も必要なの

は、がんの早期発見です。 

 早期発見に至る方法としては、自覚症状がなくても定期的に有効ながん検診を受ける

ことが必要となります。そのため、有効性が確立しているがん検診の受診率向上施策が

重要になってきます。 

 

 

 

 

 

 

 



- 36 - 
 

 

２） 現状と目標 

① がんの標準化死亡比の減少 

    平成２９年から令和３年の標準化死亡比を見ると、青森県、弘前保健所管内と比較 

しても、がんによる死亡が多くなっています。特に男性の胃がん・大腸がんと女性の

肺がん・子宮がんでの死亡が高くなっています。 

 今後も、生活習慣の改善等による発症予防と、がんの早期発見・早期治療につなが

る検診受診率を向上していくことによりがんの死亡者数の減少を図ります。 

 

   標準化死亡比（SMR）の比較 H29-R3  （出典：青森県保健統計年報） 

    悪性新生物 

    総数 胃 肝臓 肺 子宮 大腸 

板柳町 
男性 118.8 139.9 127.2 107.8   185.5 

女性 113.8 101.6 136.0 153.8 156.3 86.8 

青森県 
男性 110.8 106.5 96.3 107.6   131.8 

女性 107.1 101.3 84.0 92.7 92.0 121.4 

弘前保健 

所管内 

男性 117.4 128.5 119.6 105.3   160.6 

女性 109.6 123.2 106.8 94.0 110.6 122.6 

 

② がん検診の受診率向上 

がん検診受診率と死亡率減少効果は関連性があり、がんの早期発見は、がん検診に 

より行われています。 

 現在、有効性が確立されている胃・肺・大腸・子宮・乳の５大がんの検診の受診率 

向上を図るために、様々な取り組みと、精度管理を重視したがん検診を今後も推進し

ます。 

板柳町は、どのがん検診も受診率が低く、受診率向上を図るため今後も受診環境を 

整備しさらなる受診率の向上を図ります。 

 

表 がん検診受診率                   （単位％） 

項目 性別 
国現状値 

（令和元年度） 
令和４年度 目標値 

胃がん 男 48.0 11.1 

６０ 

  女 37.1 12.1 

肺がん 男 53.4 15.0 

  女 45.6 18.2 

大腸がん 男 47.8 14.4 

  女 40.9 19.5 

子宮がん 女 44.0 8.0 

乳がん 女 47.0 9.0 

（出典：国現状値・国民生活基礎調査  町・地域保健増進事業報告） 
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 がん検診で、精密検査が必要となった人の精密検査受診率はがん検診に関する事業評価指

標のひとつとなっています。 

 毎年、がん検診受診者から数人にがんが発見されているため、今後も精密検査受診率の向

上を図ります。 

 

 表 精密検査受診率及びがん発見者数  （出典：町がん検診） 

 

 

 

 

３） 対策 

①ウイルス感染によるがんの発症予防の施策 

   ・子宮頸がん予防ワクチン接種（小学６年生から高校１年生に相当する年齢の女性）の

推進 

   ・４０歳から７０歳までの５歳刻みの節目年齢の未検査の方を対象に、肝炎ウイルス検

査の実施 

   ・妊婦健康診査における肝炎ウイルス検査・HTLV-1抗体検査の実施 

②がん検診受診率向上の施策 

   ・対象者への個別案内、広報、ホ－ムペ－ジ等を利用した啓発の推進 

   ・特定健康診査との同時実施や休日のがん検診の実施 

   ・がんに関する講演会等の健康教室の開催 

   ・がん検診受診者へのインセンティブ事業の実施 

③がん検診の質の確保に関する施策 

   ・国の示す精度管理項目を遵守できる検診機関の選定 

④がんに関する相談支援と情報提供に関する施策 

   ・青森県内の地域相談支援センタ－の啓発 

 

    令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 

胃がん検診 
精密検査受診率(%) 80.0 84.2 85.1 71.3 

がん発見者数(人) 3 1 2 2 

大腸がん検診 
精密検査受診率(%) 75.6 81.3 79.6 84.5 

がん発見者数(人) 4 5 6 8 

肺がん検診 
精密検査受診率(%) 77.2 89.7 87.2 93.3 

がん発見者数(人) 2 5 0 1 

乳がん検診 
精密検査受診率(%) 95.2 84.2 61.9 92.9 

がん発見者数(人) 2 0 1 5 

子宮頸がん検診 
精密検査受診率(%) 71.7  100.0 100.0 100.0 

がん発見者数(人) 1 0 0 0 
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（８） 循環器病 

 脳血管疾患と心疾患を含む循環器疾患はがんと並んで主要死因の大きな一角を占めて

います。これらは、単に死亡を引き起こすのみではなく、急性期治療や後遺症治療のため

に、個人的にも社会的にも負担は増大しています。 

 循環器疾患は、血管の損傷によって起こる疾患で、予防は基本的に危険因子の管理で

あり、確立した危険因子としては、高血圧、脂質異常、喫煙、糖尿病の 4 つがあります。循

環器疾患の予防はこれらの危険因子を、健診データで複合的、関連的にみて改善を図っ

ていく必要があります。なお、4 つの危険因子のうち、高血圧と脂質異常については、この

項で扱い、喫煙と糖尿病については別項で記述します。 

 

１） 基本的な考え方 

① 発症予防 

 循環器疾患の予防において重要なのは危険因子の管理で、そのためには関連する生

活習慣の改善が重要となります。 

 関連する生活習慣としては、栄養、運動、喫煙、飲酒がありますが、町民一人一人がこ

れらの生活習慣改善への取り組みを考えていくきっかけは健康診査の受診結果によって

もたらされると考えるため、特定健康診査の受診率向上対策が重要となってきます。 

 

② 重症化予防 

 循環器疾患における重症化予防は、高血圧症及び脂質異常症の治療率を上昇させるこ

とが必要になります。健診結果から自分の値は治療を開始する必要があるのか、放置し

たらどのようなことが予測されるかなど、自分の身体の状態を正しく理解し、段階に応じた

予防ができることへの支援が重要です。 

 また、高血圧症及び脂質異常症の危険因子は、肥満を伴わない場合にも多く認められ

ることから、肥満の有無に関係なく保健指導を実施していくことが必要になります。 

 

２） 現状と目標 

①-１ 脳血管疾患の標準化死亡比の低下 

町の脳血管疾患の標準化死亡比は男性は上昇傾向、女性は減少傾向にあります。 

脳血管疾患は、後遺症により日常生活の質の低下を招くことも少なくなく、その後の要

介護保険認定者の増加にも繋がることが考えられます。 

  

＊標準化死亡比とは 

  基準死亡率（人口 10万対の死亡数）をあてはめた場合に、計算により求められる 

期待される死亡数と実際に観察された死亡数とを比較するものである。国の平均を 

100 としており、標準化死亡比が 100以上の場合は国の平均より死亡率が多いと判 

断し、100以下の場合は死亡率が低いと判断される。 

 

 



- 39 - 

 

図 町の脳血管疾患の標準化死亡比の推移 （出典：県保健統計年報） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①-２ 虚血性心疾患の標準化死亡比の低下 

 町の心疾患の標準化死亡比は、男性は低下傾向、女性は横ばい傾向にあります。 

 循環器疾患の中でも、特に虚血性心疾患への対策が重要になりますが、医療保険者に

よる特定健康診査では、心電図検査は詳細な健診項目となっており、医師の指示のある

者だけ検査することになっていますが、町では、心電図検査は健診に有効とのことから特

定健診時にすべての受診者に実施しています。 

 

図 町の心疾患の標準化死亡比の推移 （出典：県保健統計年報） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

② 高血圧の改善（140/90mmHg以上の者の割合の減少） 

 高血圧は、脳血管疾患や虚血性心疾患などあらゆる循環器疾患の危険因子であり、循

環器疾患の発症や死亡に対しては、ほかの危険因子と比べるとその影響は大きいといわ

れています。 

 町では、特定健康診査の結果に基づいて健診結果報告会を実施し、個別に保健指導を

実施しており、報告会に来られない者についても、家庭訪問や個別相談等の方法で対応

しています。さらに、要精密検査者や重症高血圧者に対しては、医療機関受診状況や治
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未治療 治療

776 349 297 30 21

52.7% 23.7% 20.2% 58.8% 41.2%

3 1 3.5% 0.3%

75.0% 25.0% 4.5% 1.1%

741 375 249 39 25 4.5% 0.8%

51.9% 26.2% 17.4% 60.9% 39.1% 5.1% 1.2%

12 4 3.7% 0.5%

75.0% 25.0% 4.1% 0.8%

731 388 288 41 25

49.6% 26.3% 19.6% 62.1% 37.9%

11 1

91.7% 8.3%

665 364 280 38 33

48.2% 26.4% 20.3% 53.5% 46.5%

11 5

68.8% 31.3%

628 410 294 27 24

45.4% 29.6% 21.3% 52.9% 47.1%

5 2

71.4% 28.6%

584 360 286 29 23

45.6% 28.1% 22.3% 55.8% 44.2%

8 2

80.0% 20.0%

再掲
再)Ⅲ度高血圧

51

3.5%

4

0.3%

64

4.5%

16

1.1%

66

4.5%

12

0.8%

71

5.1%

16

1.2%

51

3.7%

7

0.5%

52

4.1%

10

0.8%

年度
健診
受診
者

正常
正常
高値

高値
Ⅰ度
高血
圧

Ⅱ度高血圧以
上

H29
1,473

H30
1,429

R01
1,473

R02
1,380

R03
1,383

R04
1,282

3.5%

4.5%

4.5%

5.1%

3.7%

4.1%

0.3%

1.1%

0.8%

1.2%

0.5%

0.8%

療の有無を訪問等の方法で確認し、個々の血圧以外の危険因子も考慮した保健指導を

実施していく必要があります。 

 

図 町国保特定健診受診者の高血圧の状況 (出典：町国保特定健診、引用：ヘルスサポ

ートラボツール) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＊血圧分類（収縮期／拡張期） 

 正常血圧    ～119／～79         正常高値血圧  120～129／～79  

.高値血圧   130～139／80～89  Ⅰ度高血圧    140～159／90～99 

 Ⅱ度高血圧 160～179／100～109   Ⅲ度高血圧   180～  ／110～ 

 

 

③ 脂質高値の者の減少（LDL コレステロール 160mg/dl 以上の者の割合の減少） 

脂質異常症は冠動脈疾患の危険因子であり、特に総コレステロール及び LDL コレステ

ロールの高値は、脂質異常症の各検査項目の中でも最も重要な指標とされています。 

冠動脈疾患の発症・死亡リスクが明らかに上昇するのは LDL コレステロール 160ｍｇ/ｄ

ｌに相当する総コレステロール値 240ｍｇ/ｄｌ以上からが多いといわれています。 

町では、高血圧と同様に、特定健康診査の結果に基づいて健診結果報告会を実施し、

肥満の有無に関わらず個別に保健指導を実施しています。 
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未治療 治療
707 396 231 126 13
48.0% 26.9% 15.7% 90.6% 9.4%

44 4 9.4% 3.3%

91.7% 8.3% 8.7% 2.6%

700 415 190 117 7 8.8% 3.1%

49.0% 29.0% 13.3% 94.4% 5.6% 10.0% 3.3%

35 2 9.2% 3.1%

94.6% 5.4% 9.0% 3.2%

713 391 240 113 16
48.4% 26.5% 16.3% 87.6% 12.4%

41 5
89.1% 10.9%

675 357 210 124 14
48.9% 25.9% 15.2% 89.9% 10.1%

41 4
91.1% 8.9%

694 347 215 122 5
50.2% 25.1% 15.5% 96.1% 3.9%

42 1
97.7% 2.3%

649 321 196 104 12
50.6% 25.0% 15.3% 89.7% 10.3%

37 4
90.2% 9.8%

再掲
再)180以上
139
9.4%
48
3.3%
124
8.7%
37
2.6%
129
8.8%
46
3.1%
138
10.0%
45
3.3%
127
9.2%
43
3.1%
116
9.0%
41
3.2%

年度
健診
受診
者

120未
満

120～
139

140～
159

160以上

H29
1,473

H30
1,429

R01
1,473

R02
1,380

R03
1,383

R04
1,282

9.4%

8.7%

8.8%

10.0%

9.2%

9.0%

3.3%

2.6%

3.1%

3.3%

3.1%

3.2%

 

図 町国保特定健診受診者の LDL コレステロールの状況 (出典：町国保特定健診、引

用：ヘルスサポートラボツール) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

④ メタボリックシンドロームの該当者及び予備軍の減少 

 メタボリックシンドロームと循環器疾患との関連は証明されており、平成 20年度から始ま

った生活習慣病予防のための特定健康診査では、その現象が評価項目の一つとされまし

た。 

 町の、メタボリックシンドロームの該当者及び予備軍の割合をみると、該当者は横ばい状

態、予備軍は減少傾向にありますが、さらなる取り組みを継続していくことが必要になりま

す。 

 

表 メタボリックシンドロームの該当者及び予備軍の推移 (出典：町国保特定健診、ヘル

スサポートラボツール) 

年度 

対象者数 

(人) 

(B) 

健診受診

者数(人)  

(E) 

受診率 

 

(B/E) 

メタボ該当

者(人) 

(Q) 

割合 

 

(Q/E) 

メタボ予備

軍(人) 

(R) 

割合 

 

(R/E) 

H30 3,611 1,429 39.6% 226 15.8% 158 11.1% 

R1 3,530 1,473 41.7% 267 18.1% 142 9.6% 

R2 3,348 1,380 41.2% 249 18.0% 174 12.6% 

R3 3,307 1,383 41.8% 265 19.2% 152 11.0% 

R4 3,258 1,282 39.3% 251 19.6% 121 9.4% 
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メタボリックシンドローム（内臓脂肪症候群）とは 

  腹囲が男性 85ｃｍ以上、女性 90ｃｍ以上、またはＢＭＩが基準（値 25）以上。 

それに加えて、 

① 中性脂肪 150ｍｇ/ｄｌ以上かつ/またはＨＤＬコレステロール 40ｍｇ/ｄｌ未満 

② 収縮期血圧 130ｍｍＨｇ以上かつ/または拡張期血圧 85ｍｍＨｇ以上 

③ 空腹時血糖 110ｍｇ/ｄｌ以上 の脂質代謝、血圧、血糖の 3項目 

①②③のうち、1つあてはまればメタボリック予備軍 

①②③のうち、2つ以上あてはまればメタボリック該当者 

 

⑤ 特定健診・特定保健指導の実施率の向上 

 平成 20年度から、メタボリックシンドロームに着目した健診と保健指導を医療保険者に

義務付ける、特定健診・特定保健指導の制度が導入されています。特定健診・特定保健

指導の実施率は、生活習慣病対策に対する取り組み状況を反映する指標として設定さ

れています。 

 町では、実施率は高い状態で推移していますが、受診率は国が定める目標値 60％に

達していないため、受診率向上施策が重要になってきます。 

 

３） 対策 

① 基本健康診査及び特定健康診査受診率向上の施策 

 ・対象者への個別案内、広報などを利用した啓発の継続 

 ・個別健診等の医療機関との連携 

 

② 保健指導対象者を明確にする施策 

・基本健康診査（20～39歳、40～74歳の生活保護受給者） 

・国民健康保険特定健康診査及び後期高齢者健康診査受診者 

 

③ 循環器疾患の発症及び重症化予防のための施策 

 ・健診結果に基づいた町民一人ひとりの自己健康管理の積極的な推進 

 ・家庭訪問や健康相談、健診結果報告会、健康教育等の多様な経路により、それぞれ

の特徴を生かしたきめ細やかな保健指導の実施 

 ・高血圧、脂質異常症、糖尿病、慢性腎臓病（ＣＫＤ）など発症の危険因子に基づいた保

健指導及び特定保健指導の実施 

 ・健診結果における要精密検査対象者には、「精密健診結果連絡票」により積極的な受

診勧奨の実施、医療機関との密な連携の実施 
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（9） 糖尿病 

 糖尿病は心血管疾患のリスクを高め、神経障害、網膜症、腎症、足病変といった合併症

を併発することによって、生活の質（ＱＯＬ：Quality of Life）に多大な影響を及ぼすのみで

なく、脳血管疾患や心疾患などの循環器疾患と同様に、社会経済的活力と社会保障資源

に多大な影響を及ぼします。 

 糖尿病は、現在、新規透析導入の最大の原因疾患であるとともに、脳血管疾患や心筋

梗塞のリスクを 2～3倍増加させるとされています。また、糖尿病有病者数は、人口構成の

高齢化に伴って増加ペースが加速することが予想されています。 

 

１） 基本的な考え方 

① 発症予防 

 糖尿病の危険因子は、加齢、家族歴、肥満、身体活動の低下（運動不足）、耐糖能異常

で、これ以外にも高血圧や脂質異常も危険因子であるとされています。 

 発症予防には循環器疾患と同様、栄養、運動、喫煙、飲酒など生活習慣改善への取り

組みが重要になります。 

 

② 重症化予防 

 糖尿病における重症化予防は、健康診査によって糖尿病が強く疑われる者、あるいは

糖尿病の可能性が否定できない者を見逃すことなく、早期に治療を開始することです。そ

のためには、まず健康診査の受診者を増やしていくことが非常に重要になります。 

 個人の生活の質や医療経済への影響が大きい糖尿病による合併症の発症を抑制する

ためには、治療を継続し良好な血糖コントロール状態を維持することが重要になります。 

 

２) 現状と目標 

① 糖尿病の合併症（糖尿病性腎症による年間新規透析導入患者数）の減少 

 近年、全国的に糖尿病性腎症による新規透析導入患者数は、増加から横ばいに転じて

おり、町も同様に横ばい状態となっています。その理由としては、糖尿病治療や疾病管理

の効果が高いためと考えられており、この傾向を維持していくことが必要です。 

 糖尿病の発症から糖尿病性腎症による透析導入に至るまでの期間は、約 20 年間とい

われていることから、健診の受診勧奨を行うとともに、保健指導のあり方を確認していく必

要があります。 
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年 H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4

腎炎
他

1 1 1 2 1 9 1 2 0 1 0 5 0 3 1 3 4

糖尿
病性

1 2 5 3 3 3 2 4 3 2 3 3 3 3 0 1 2

合
計

2 3 6 5 4 12 3 6 3 3 3 8 3 6 1 4 6

原
因
疾
患

 

図 町人工透析患者の推移 （出典：町身体障害者手帳交付状況） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) 治療継続者の増加(HbA1c6.5％以上の治療中の者の割合) 

 糖尿病における治療中断を減少させることは、糖尿病合併症抑制のために必須です。 

 町の糖尿病有病者（HbA1ｃが NGSP 値 6.5％以上の者）の治療率は、上昇傾向にありま

す。 
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腎炎
他

18 17 17 18 17 21 18 17 14 14 13 16 13 15 14 15 17

糖尿
病性

17 16 21 20 20 20 19 22 22 21 21 23 22 22 16 17 14

合
計
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原
因
疾
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＊HbA1c（ヘモグロビンエーワンシー）とは 

  採血時間に関係なく、過去 1～2か月間の平均血糖値を表します。 

正常値（NGSP値）は 5.5％未満です。 

 

 

図 糖尿病を強く疑われる者の治療率の推移（％） （出典：町国保特定健康医診査） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 糖尿病は「食事療法」も「運動療法」も大切な治療で、その結果の判断をするためには医

療機関での定期的な検査が必要ですが、糖尿病治療には段階があることがわからないま

ま、治療を中断している者もいます。受診勧奨を徹底するとともに、適切な治療の開始・継

続を支援していく必要があります。 

 

③ 血糖コントロール不良者の減少(HbA1cが 8.0％以上の者の割合) 

 「科学的根拠に基づく糖尿病診療ガイドライン 2023」では、血糖コントロール指標として

HbA1c8.0％以上が「血糖コントロール不良」と位置付けられています。同ガイドラインでは、

血糖コントロールが不良である状態とは、細小血管症への進展の危険が大きい状態であ

り、治療法の再検討も含めて何らかのアクションを起こす必要がある場合を指し、

HbA1c8.0％以上を超えると著明に網膜症や神経障害などの合併症悪化のリスクが増える

とされています。 

 町では、特定健診の結果、専門医への受診が必要な HbA1c8.0％以上の者にはもちろん、

値や治療の有無に関わらず重症化予防のための保健指導を実施しています。今後は、特

に治療中だが血糖コントロール不良者に対して、医療機関と課題の共有を図りながら、コ

ントロール不良者の減少を図る必要があります。 

 令和 4年度の HbA1c8.0％以上の割合は 0.5％あり、国の令和 14年度の目標値 1.0％を

達成しています。 
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未治療 治療

913 350 123 30 57 5.9% 2.6%

62.0% 23.8% 8.4% 34.5% 65.5% 8.9% 3.3%

16 23 5.2% 2.1%

41.0% 59.0% 6.1% 2.5%

584 542 176 40 87 7.6% 3.5%

40.9% 37.9% 12.3% 31.5% 68.5% 6.4% 2.8%

12 35
25.5% 74.5%

966 324 107 23 53
65.6% 22.0% 7.3% 30.3% 69.7%

6 25
19.4% 80.6%

871 306 119 29 55
63.1% 22.2% 8.6% 34.5% 65.5%

12 23
34.3% 65.7%

757 392 129 32 73
54.7% 28.3% 9.3% 30.5% 69.5%

14 34
29.2% 70.8%

765 320 115 22 60
59.7% 25.0% 9.0% 26.8% 73.2%

6 30
16.7% 83.3%

再掲
再）7.0以上
87
5.9%
39
2.6%
127
8.9%
47
3.3%
76
5.2%
31
2.1%
84
6.1%
35
2.5%
105
7.6%
48
3.5%
82
6.4%
36
2.8%

年度
HbA1c
測定

5.5以下5.6～5.96.0～6.4 6.5以上

H29
1,473

H30
1,429

R01
1,473

R02
1,380

R03
1,383

R04
1,282

5.9%

8.9%

5.2%

6.1%

7.6%

6.4%

2.6%

3.3%

2.1%

2.5%

3.5%

2.8%

HbA1cの年次比較

人数 割合 人数 割合 人数 割合 人数 割合 人数 割合 人数 割合 人数 割合

B B/A D D/A E E/A F F/A G G/A H H/A I I/A

H29 913 62.0% 123 8.4% 48 3.3% 21 1.4% 18 1.2% 27 1.8% 14 1.0%

H30 584 40.9% 176 12.3% 80 5.6% 33 2.3% 14 1.0% 22 1.5% 10 0.7%

R01 966 65.6% 107 7.3% 45 3.1% 22 1.5% 9 0.6% 19 1.3% 8 0.5%

R02 871 63.1% 119 8.6% 49 3.6% 25 1.8% 10 0.7% 19 1.4% 8 0.6%

R03 757 54.7% 129 9.3% 57 4.1% 34 2.5% 14 1.0% 26 1.9% 7 0.5%

R04 765 59.7% 115 9.0% 46 3.6% 29 2.3% 7 0.5% 17 1.3% 3 0.2%

保健指導判定値 受診勧奨判定値

糖尿病

5.5以下 5.6～5.9 6.0～6.4 6.5～6.9 7.0～7.9 8.0以上 7.4以上 8.4以上

人数 割合

A C C/A

1,473 350 23.8%

1,429 542 37.9%

1,473 324 22.0%

1,380 306 22.2%

1,383 392 28.3%

1,282 320 25.0%

HbA1c
測定

正常 再掲
正常高値

糖尿病の可能
性が否定でき

ない
合併症予防の
ための目標

最低限達成が
望ましい

合併症の危険
更に大きくなる

図 町の国保特定健康診査受診者の HbA1cの年次推移  (資料：町国保特定健康診査 

引用：ヘルスサポートラボツール) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 今後は、さらに血圧などほかの血管障害リスクと合わせ、コントロール不良者に対する

対策が必要です。特に治療中の者とコントロール不良者に対して、医療関係者と町の糖

尿病等に関する課題の共有を図りながら、コントロール不良者の減少を図る必要がありま

す。 

 

図 町国保特定健康診査受診者の HbA1c の状況  (資料：町国保特定健康診査、引用：ヘルス

サポートラボツール) 
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 正常高値（HbA1c5.6～5.9)及び境界領域(HbA1c6.0～6.4)は、食生活のあり方が大きく影

響しますが、食生活は世代を渡って繋がっていく可能性が高い習慣になります。乳幼児期、

学童期から健診データによる健康実態や、町の食生活の特徴や町民の食に関する価値

観などの実態を把握し、ライフステージに応じた、かつ長期的な視野に立った糖尿病の発

症予防への取り組みが重要になります。 

 町の状況をみると、糖尿病の前段階ともいえる正常高値や境界領域の割合が、ほぼ横

ばいです。60 歳を過ぎると、インスリンの生産量が低下することを踏まえると、今後、高齢

化が進むことによる糖尿病有病者の増加が懸念されます。 

 

④ 糖尿病有病者の増加の抑制（HbA1c6.5％以上の者の割合） 

 糖尿病有病者の増加を抑制できれば、糖尿病自体だけではなく、さまざまな糖尿病合併

症を予防することにもなります。 

 町の特定健診の結果からみると、糖尿病有病者の推移は横ばい状態となっています。 

 

図 町特定健診における糖尿病有病者（HbA1c6.5％以上）の推移（％） （出典：町国保特

定健診） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３） 対策 

① 糖尿病の発症及び重症化予防のための施策 

・健診結果に基づく町民一人ひとりの自己健康管理の積極的な推進 

・特定保健指導及び HbA1c値に基づいた保健指導の実施 

・家庭訪問や健診結果報告会等による保健指導の実施 

・医療機関と連携し、境界域糖尿病の早期発見、また動脈硬化予防のための検査（75ｇ

糖負荷検査等）の推進 

・糖尿病専門医等による健康教育の実施 
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（10） 社会とのつながり・こころの健康 

 社会生活において、身体の健康とともに重要なのが、こころの健康です。健やかなこころ

を支えるためには、こころの健康を維持するための生活や、こころの病気への対応を多く

の人が理解することが必要になります。社会環境的な要因からのアプローチが重要で、社

会全体で取り組んでいく必要があります。 

 

１） 基本的な考え方 

 さまざまな面で変動の多い現代社会は、少子高齢化、価値観の多様化が進む中で、家

庭でも社会でも常に多くのストレスにさらされ、誰もがこころの健康を損なう可能性があり

ます。そのため、一人一人がこころの健康問題の重要性を認識するとともに、自らの心の

不調に気づき、適切に対処できるようにすることが重要です。 

本人のこころの健康の不調に最初に気づくのは、家族や職場の同僚等、本人の環境の

周りにいる人なので、うつ病の対処法などを周知していく必要があります。 

 悩みを抱えたときに気軽にこころの健康問題を相談できない大きな要因は、精神疾患に

対する偏見があると考えられることから、精神疾患に対する正しい知識を普及啓発し、偏

見をなくしていくための取り組みが重要となります。 

 

２） 現状と目標 

① 心のサポーター数の増加 

 こころの健康には、悩んでいる人に寄り添い、関わりを通して支援する人の存在が重要

になります。町では、県自殺対策強化事業の人材育成事業として”ゲートキーパー養成研

修講座”を年 1 回実施しており、今後も事業を継続していきます。専門性の有無にかかわ

らず、進んで行動をおこしていけるよう支援継続していきます。 

 

 ＊ゲートキーパーとは 

  自殺の危険を示すサインに気づき、適切な対応（悩んでいる人に気づき、声をかけ、話

を聞いて、必要な支援につなげ、見守る）を図ることができる人のこと。言わば、「命の門

番」とも位置づけられる人のこと。 

 

② 社会活動を行っている高齢者の増加 

  社会活動への参加は社会とつながる一つの手段であり、地域コミュニティとの関わりが

希薄化している現代において健康づくり対策においても重要となります。社会活動につい

ては、年数回の参加でも死亡リスクや要介護リスクが低下すると言われています。 

 町の老人クラブの活動は、奉仕活動から趣味活動、スポーツ活動など様々な分野があり、

高齢者がもっている知識が活用されるなど、地域貢献にも繋がっています。 
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３） 対策 

① こころの健康に関する教育の推進 

 ・保健事業の場での健康教育や情報提供の実施 

・こころの健康づくり研修会の開催 

・ゲートキーパー養成研修講座の開催 

 ・パンフレットの配布による普及啓発の推進 

 

② 専門家による相談事業の推進 

 ・司法書士による相談（多重債務他）や保健師によるこころの相談の実施 

 ・他機関で実施している相談の利用の推進 
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３．目標の設定 

 「次期国民健康づくり運動プラン」では、目標の設定にあたって”実行可能性のある目標

をできるだけ少ない数で設定する”、”健康に関する科学的なエビデンスがある”ことが原

則と示されています。 

また、目標は計画期間における諸活動の達成状況の評価を目的として設定すべきこと、

評価を行う時点で実際に到達したかどうか確認できるものが望ましいとされており、目標

によっては、評価が困難となったり、事前の想定とは異なる評価を行う必要があることを踏

まえ、データソースについては事後的な実態把握のため、公的統計や既存の統計調査で

行うことが望ましいとされています。 

 これらを踏まえ、板柳町でも毎年の保健活動を評価し、次年度の取り組みに反映させる

ことができる目標を設定します。 
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第３章 計画の推進 

１．健康増進に向けた取り組みの推進 

（１）活動展開の視点 

 健康増進法は、第２条において各個人が生活習慣への関心と理解を深め、自らの健康状態

を自覚して、生涯にわたって健康増進に努めなければならないことを、国民の「責務」とし、

第８条において自治体はその取り組みを支援するものとして、計画化への努力を義務づけて

います。住民の健康増進を図ることは高齢化が進む町にとっても、一人ひとりの住民にとっ

ても重要な課題です。 

 取り組みを進めるための基本は、個人の身体の状態がわかる健診結果をよく見ていくこと

です。 

 一人ひとりの身体は、今まで生きてきた歴史や社会背景、本人の価値観等によって作り上

げられているため、それぞれの身体の問題解決は画一的なものではありません。 

 一人ひとりの生活の状態や、能力、ライフステ－ジに応じた主体的な取り組みを重視して、

健康増進を図ることが基本になります。 

 板柳町としては、その活動を支えながら、個人の理解や考え方が深まり、確かな自己管理

能力が身につくことができるように、科学的な根拠に基づく支援を積極的に進めます。 

 同時に個人の生活習慣や価値観の形成の背景となる家族や、地域の習慣や特徴など、共通

性の実態把握にも努めながら、地域の健康課題に対し、家族ぐるみ、地域ぐるみで健康実現

に向かうことができる地域活動をめざします。 

 

（２）関係機関との連携 

 健康増進事業の実施は様々な課にわたるため、庁内関係各課との連携を図ります。 

 また、町民の生涯を通じた健康の実現をめざし、町民一人ひとりの主体的な健康づくりを

支援していくために、関係機関との連携を図りながら進めていきます。 

 

２．健康増進を担う人材と資質の向上 

 保健師、管理栄養士等は、ライフステ－ジに応じた健康増進を推進していくために、健康

状態を見る上で最も基本的なデ－タである、健診デ－タを見続けていく存在です。 

 健診デ－タは生活習慣の現れですが、その生活習慣は個人のみで作られるものではなく、

家族の生活習慣や家族が生活している地域などの社会的条件のなかでつくられていきますの

で、健康づくりを推進していくために地域の人材を生かしながら、また、自主グル－プへの

支援体制にも努めながら、人材を確保していきます。 

 また、地域の生活背景も含めた健康課題と特徴を明確にし、地域特有の文化や食習慣と関

連づけた解決可能な健康課題をだし、町民の健康増進に関する施策を推進するためには、資

質の向上が必要です。このため保健師や管理栄養士などの専門職は、最新の科学的知見に基

づく研修や学習会に積極的に参加して自己研鑽に努め、効果的な保健活動が展開できるよう

資質向上に努めます。 


